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令和３年度の国保財政の運営状況等について 

 

■令和３年度予算 

当 初 予 算 １，７８９億円（1,788 億 6,809 万 8,000 円） 

３ 月 補 正 予 算 １，９００億円（1,899 億 9,812 万 4,000 円） 

決     算 １，８９９億円（1,898 億 5,536 万 5,961 円） 

 

■歳  入                          （単位：億円） 

科目 当初予算a 3月補正予算b 差引b-a 決算c 差引c-b

市町村納付金 530.5 530.5 0.0 530.5 0.0

療養給付費負担金 311.3 319.2 7.9 339.4 20.2

高額医療費負担金 12.9 14.3 1.4 14.3 0.0

特定健康診査負担金 2.7 2.4 ▲ 0.3 2.4 0.0

調整交付金 100.8 106.5 5.7 106.8 0.3

保険者支援制度交付金 19.8 27.2 7.4 27.2 0.0

前期高齢者交付金 677.5 678.3 0.8 678.3 0.0

県繰入金 112.8 106.4 ▲ 6.4 106.4 0.0

財政安定化基金繰入金 5.7 27.3 21.6 5.7 ▲ 21.6

保険給付費交付金返還金 0.0 9.6 9.6 9.6 0.0

繰越金 10.3 73.7 63.4 73.7 0.0

その他 4.4 4.6 0.2 4.3 ▲ 0.3

合計 1,788.7 1,900.0 111.3 1,898.6 ▲ 1.4  

 

■歳  出                          （単位：億円） 

科目 当初予算a 3月補正予算b 差引b-a 決算c 差引c-b

保険給付費交付金
（普通交付金）

1,421.3 1,478.6 57.3 1,437.2 ▲ 41.4

保険給付費交付金
（特別交付金）

29.7 36.7 7.0 34.0 ▲ 2.7

後期高齢者支援金 245.2 244.9 ▲ 0.3 244.9 0.0

前期高齢者納付金 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0

介護納付金 85.5 85.5 0.0 85.5 0.0

財政安定化基金積立金 0.0 11.0 11.0 11.0 0.0

保健事業費 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

療養給付費交付金返還金 2.8 2.3 ▲ 0.5 2.3 0.0

国庫負担金返還金 0.0 36.7 36.7 36.7 0.0

その他 3.6 3.7 0.1 3.2 ▲ 0.5

合計 1,788.7 1,900.0 111.3 1,855.4 ▲ 44.6  
 

■決算剰余金額（歳入－歳出） ４3.２億円 
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区分 年度当初残高 積立額 取崩額 年度末残高

財源不足 3,216,926,000 3,216,926,000

激変緩和 272,634,666 104,003,344 168,631,322

保険者
努力支援

533,643,000 533,643,000

財源調整 468,023,086 1,100,055,216 468,023,086 1,100,055,216

運用利息 9,828,044 2,206,603 12,034,647

合計 4,501,054,796 1,102,261,819 572,026,430 5,031,290,185

■令和３年度の実質的な決算剰余金額 

 ・令和３年度決算剰余金額４３.２億円のうち 

① 過年度実質剰余金が 2３.８億円 

  （うち、1５.0 億円は R４納付金抑制に活用） 

②  国及び社会保険診療報酬支払基金への返還金が２６．９億円程度 

③  普通交付金の上乗せ分の返還等が８．５億円 

 ・①②を減算、③を加算して、令和３年度の実質的な剰余金は１．０億円。 

 

■保険給付費交付金（普通交付金）の交付状況 

・県が市町村の保険給付実績に応じて交付。令和４年２月診療分は概算交付。 

予算額（３月補正後） 執行額 交付率(b/a) 

1,４7９億円(a) 1,４３７億円(b) 97.１６% 

・今年度、交付金の精算（余剰分は市町村から返還(11 月頃）) 

 

■財政安定化基金の積立て・取崩し等 

 ・基金の造成は全額国費にて平成 30 年度に完了。 

 ・令和３年度は令和２年度決算剰余金の１１億円を積み立て、令和３年度納付金抑

制で５億円、激変緩和で１億円を取り崩した。 

（単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「財源不足分」は保険給付の急増等により県予算額が不足する場合に取り崩すも

の。令和３年度は取崩しなし。 

 ・「保険者努力支援分」は国の通知に基づき取り崩すもの。令和３年度は取崩しな

し。 

 

■保険料（税）率の算定方法の移行状況 

・新制度開始時の平成３０年度に１６市町村が４方式から３方式に移行。 

・令和４年度には３方式の市町村が３３となった。 

算 定 方 法 R１ R2 R3 R4 

４方式（所得割、資産割、均等割、平等割） １９ 13 9 ７ 

３方式（所得割、均等割、平等割） ２１ 27 31 33 

２方式（所得割、均等割）   ２   ２ 2 ２ 

合   計 ４２ 42 42 42 

 


